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「キルデベルト 1世勅令」の分析
― 6 世紀前半メロヴィング朝における国王と教会の関係への一視角―

立川　ジェームズ

はじめに

西暦 496 年から 507 年頃にメロヴィング朝初代国王クローヴィス 1世（在位 481-511）がそれまで
の異教からカトリックに改宗し、おそらく 508 年頃にランス司教レミギウスの手で洗礼を受けた 1）。
かくしてメロヴィング朝フランク王国は、西ローマ帝国崩壊前後に乱立したゲルマン諸王朝のなか
で初のカトリック勢力となり、511 年にはクローヴィス 1世の命令によりフランク王国初となる教会
会議がオルレアンにて開催された 2）。フランク王国および後のフランス王国において一千年以上続
くことになる王権とカトリック教会の緊密な関係の幕開けである。
ところで 511 年にクローヴィス 1世が死去すると、王国は彼の 4人の息子すなわちテウデリク 1
世（在位 511-33）、クロドミル（在位 511-524）、キルデベルト 1世（在位 511-58）、クロタール 1世（在
位 511-61）が分割し、それぞれ分王国を支配した 3）。この第 2世代が父の着手したキリスト教への帰
依ならびに教会との関係構築をどのように進めたのかについては、まだ十分に明らかにされていな
い。その最大の理由は史料の少なさに求められよう。6世紀前半に発布された勅令は2点しか伝来し
ていない 4）。叙述史料に関しては、6世紀末に書かれたトゥール司教グレゴリウスの『歴史十巻』や
アヴァンシュ司教マリウスの『年代記』に拠らざるを得ない 5）。また、発給者たる国王と受益者た
る教会や修道院との密接な関係を示す国王証書や特許状のうち、真正性が確立されているのは 7世
紀以降に発給されたもので、6世紀前半のものは知られる限りすべて偽造文書である 6）。
かかる史料状況をふまえ本稿では、一般に 511 年から 558 年の間に発布されたとされる「キルデ
ベルト 1世勅令」（以下「キルデベルト勅令」）を取り上げる 7）。後述するように、同勅令は部分的にし
か伝来しておらず発布時期も確定されていないが、宗教的な色彩の強い内容となっていることから
国王と教会の関係を知るための貴重な手がかりとなる可能性を秘めている。これまで「キルデベル
ト勅令」がメロヴィング王権のキリスト教化や反異教政策の一端を示す文書として言及されること
はあったものの、同勅令のテクスト自体を詳細に分析した研究は少ない 8）。また、政治的側面を含
む国王と教会の関係におけるその意義は、十分に評価されてこなかったように思われる。そこで本
稿では、キルデベルト 1世と教会の関係を明らかにするための予備的考察として、「キルデベルト勅
令」の発布状況に関して一つの仮説を提示する。具体的には、「キルデベルト勅令」の伝来過程およ
び内容を確認したうえで、同時代の教会会議決議文書や類似する他の勅令との比較検討を行うこと
で、発布時期を可能な限り絞り込みたい。
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第 1 節「キルデベルト勅令」の伝来過程および内容

（1）伝来過程
「キルデベルト勅令」はただ一つの写本によって、部分的にのみ伝来している。この写本は、Paris, 

Bibliothèque Nationale, Lat. 12097 と名付けられている写本集 9）の大部分を占める『コルビ・カノ
ン集』Collectio Corbeiensisに収録されている 10）。同カノン集は 4世紀頃（ローマ帝国時代）から 6
世紀後半（メロヴィング朝時代）までの教会会議決議を中心に集めたものであり、その他にも教皇、司
教、国王に関わる文書や書簡を収録している。『コルビ・カノン集』の最初の部分（ff.1-139v）は 524
年頃にガリア南部（おそらくアルルかリヨン）で成立し、その後複数の別の書き手によって、いくつか
の段階に分けて史料が追加された 11）。本稿で扱う「キルデベルト勅令」の写本（f.162r-v）は同じく
ガリア南部において、6世紀後半から 7世紀初頭の時期に追加された部分に位置する 12）。より具体
的に言うと ff.139v-224vの追加部分に位置する 13）。追加部分はさらに筆跡の違いによって 6つの部
分に分けられ、「キルデベルト勅令」の写本（f.162r-v）はそのうちの 2番目の部分（ff.144/r-159/r）を
担当した人物によって書かれたようである。「キルデベルト勅令」の文章が途中で切れて次葉（f.163）

から筆跡が変わるため、そこで作業が一旦中断され、別の人物が書写を始めたことがわかる。この
別の人物が担当した 3番目の部分（ff.163-170）には、『コルビ・カノン集』所収の年代が確定されて
いる史料のなかで最も若い 573 年の教会会議決議が収録されている 14）。したがって、遅くとも 558
年（キルデベルト 1世が死んだ年）までに発布された「キルデベルト勅令」を『コルビ・カノン集』の
編纂者が入手し、6世紀後半から 7世紀初頭にかけての時期に書き写したと考えることができる。
なお、『コルビ・カノン集』にはキルデベルト 1世に関連する他の文書も見い出される。キルデベ
ルト 1世の支配下で開催された 2つの教会会議の決議文書（538 年および 549 年のオルレアン教会会議）
とサンス司教レオがキルデベルト 1世に宛てた書簡（534-48 年頃）が収録されている 15）。このことは、
『コルビ・カノン集』の編纂に関与した人々がキルデベルト 1世の王国内で作成された文書を入手で
きたことを意味し、「キルデベルト勅令」も同様のルートで入手したと考えうる。
ただし、上述の写本の伝来過程から「キルデベルト勅令」の発布年を特定することはできない。勅
令には通常、発布した王の名前と治世何年目という文言が末尾に付されるが、「キルデベルト勅令」
では欠落している。したがって問題は、511 年から 558 年に及ぶ治世のどこに「キルデベルト勅令」
の発布を位置づけるかである。この問題に取り組むために、以下ではまず伝来する「キルデベルト
勅令」の全文を訳出し、その主旨を確認しておきたい。

（2）内容の検討
まず伝来する「キルデベルト勅令」の全文を以下に訳出する 16）。

我々は神の恩寵により信ずる。神がお示しになるように、もし偶像崇拝を放棄したキリスト教
の人民が、我々が完全なる忠誠を誓った神に真 にお仕えすれば、それは我々の利益ならびに
人民の安寧にとって有益なことであると。そして、遵守するべき司教／司祭の命令を守らない
民衆が我々の権力により矯正される必要があるため、我々はこの命令書が広く全ての場所に伝
達されるよう命ずる。もし何人かが忠告を受け、どこであろうと自分の土地に建てられた偶像
や人々により悪魔に捧げられた偶像を直ちに放棄せず、あるいは司教／司祭がそれらを破壊す
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ることを妨害したならば、その者は我々の面前に自ら出頭しない限り、保証人を立てずしてそ
の場所を離れることは許されない。神に対する不正を働いた冒涜者がいかに処罰されるのか、そ
のことが我々により協議されるべきである。なぜなら我々の信仰は、司教／司祭が祭壇から発
する聖書、預言者たちそして使徒たちのことについての言葉により、それが何であろうと、神
がお与えになる限りの知識を知らされるからである 17）。人民の間で数々の冒涜が犯されている
ために神が侮辱され、人民がその罪により死へと向かっているという悲痛の叫びが我々に寄せ
られている。復活祭や聖誕祭や他の祝祭においてさえも、彼らは徹夜の祈祷の間に酒を飲み、愚
行を働き、歌を唄い、さらに日曜日になると踊り子どもが農村を徘徊している。こうした神に
対する侮辱となる行為をすることは、誰であろうと許可しない。司教／司祭の忠告と我々の勅
令が出された後に、こうした冒涜をあえて行った者は、もし奴隷の身分であれば 打ち 100 回
を受けるべし。もしその者が自由人あるいはそれより高位とみられる者であれば ...（以下伝来せ

ず）18）。

この勅令の最大の特徴は、何よりもその宗教的な関心である。キルデベルト 1世は人民（populus）

の間に蔓延る偶像礼拝（idolorum culturam）やキリスト教の祝祭日における不適切な行為（節度のな
い飲酒、歌唱、愚行）の撲滅に取り組む姿勢を打ち出している。また、日曜日における「踊り子」
（bansatrices）の活動も非難しているが、これは上述の行為と関連するものと思われる 19）。なぜこれ
らの行為を撲滅する必要があるのかというと、それは人民がそうした「数々の冒涜」（multa sacrilegia）

により神を侮辱し、「死へと向かっている」からだとされる。その状況を是正して「我々の（つまり
国王自身の）利益」と「人民の安寧」を実現すること、それが「キルデベルト勅令」の主な狙いなの
である。
「キルデベルト勅令」に詳しい検討を加えた S・エスダースは、主として法的側面から、人民の
「矯正」（correctio）を目指すローマ帝国以来の宗教的な皇帝立法との類似性を示し、王権と教会の思
惑が一致していたことを指摘している 20）。さらに I・ヴォルは、「キルデベルト勅令」に現れる偶像
礼拝に対する厳しい姿勢に注目し、同時代の教会会議決議との関連性を明らかにしている 21）。これ
らの研究により、「キルデベルト勅令」を王権と教会の関係の文脈に位置づけることの重要性が示さ
れたわけであるが、発布時期について詳しくは論じられていない。しかし特にヴォルの指摘は、「キ
ルデベルト勅令」の発布時期を絞り込むうえで重要な視点を提供してくれるように思われる。そこ
で次節では、「キルデベルト勅令」と教会会議決議の関連性について詳しく検討していきたい。

第 2節「キルデベルト勅令」と教会会議決議の比較検討

キルデベルト 1世の支配下において 7つの教会会議が確認されており、そのうちの少なくとも 3
つが国王自身により招集されている 22）。したがって、少なくとも 533 年から 552 年頃までの約 20 年
間、キルデベルト 1世が教会会議に関与したことはわかっている。以下では、上記 7つの教会会議
のうち「キルデベルト勅令」と関連する内容をもつ 533 年のオルレアン教会会議、538 年のオルレア
ン教会会議、および 541 年のオルレアン教会会議の決議文書をそれぞれ取り上げ、「キルデベルト勅
令」と比較していく。
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（1）533 年のオルレアン教会会議
キルデベルト 1世がおそらく弟のクロタール 1世および甥のテウデベルト 1世と共同で招集した
533年のオルレアン教会会議の決議第12条にはこう書かれている。「何人も教会で祈るときに歌唱し
たり、飲酒したり、戯れたりすることがないように。かような祈りは神を喜ばせるよりは怒らせる
ものであるから」23）。同決議は、「彼らは徹夜の祈りの間に酒を飲み、愚行を働き、歌を唄い」と述
べた「キルデベルト勅令」とかなり類似している。決議のほうが「教会での」歌唱、飲酒、戯れな
どの行為を禁じている点でたしかに違いはある。しかし、「キルデベルト勅令」が上述の行為を「復
活祭や聖誕祭や他の祝祭」の前夜に行われる「徹夜の祈祷」（noctes pervigiles）と明確に結び付けて
いることから、祝祭日前後に教会で行われる徹夜の祈祷やミサなどに参加する民衆の行為を想定し
ているものと思われる 24）。実際、6世紀後半の教会会議決議は聖人の祝祭日前夜の徹夜の祈祷を自
宅ではなく教会で行うよう定めている 25）。したがって、上記決議第 12 条と「キルデベルト勅令」は
いずれも、特に教会での民衆の行為を問題視していたと解釈できる。
また同会議決議第 20 条には、「カトリック信徒で偶像礼拝に戻って授かった洗礼の恩寵を誠実に
守らない者、あるいは傲慢にも偶像礼拝のために犠牲にされた食物を食事に使った者は教会の団体
から除外されるべし」とある 26）。ここで教会的制裁の対象とされている偶像礼拝（idolorum cultum）

は、勅令が言及した偶像礼拝（idolorum culturam）と一致している。つまり、決議を行った司教たち
とキルデベルト 1世は、偶像崇拝という共通の関心を持っていたのである。

（2）538 年のオルレアン教会会議
538 年のオルレアン教会会議決議第 33 条は、ユダヤ人の扱いに関して次のように定めている。

我々は神の恩寵によりカトリックの国王たちの支配下にあるので、聖木曜日から復活祭の土曜
日の 2日後まで、すなわちその 4日の間、ユダヤ人はキリスト教徒の中に姿を見せるべきでは
ないし、どこにおいても、またいかなる機会であれ、カトリックの人民と混ざるべきではない 27）。

当時フランク王国にユダヤ人のコミュニティが存在したことはトゥール司教グレゴリウスの『歴
史十巻』の記述から明らかである。実際、キリスト教の祝日にユダヤ人との衝突が起こり、ユダヤ
人の強制改宗が行われたケースが知られている 28）。現存する「キルデベルト勅令」においてはユダ
ヤ人への言及は見られないが、伝来していない部分に言及があった可能性がある。というのは、上
記の決議第 33 条を踏襲した 581/3 年のマコン教会会議決議第 14 条が、「良き思い出の主人キルデベ
ルト王の勅令」を引き合いに出しているからである 29）。ここに登場する「勅令」（edictum）は、間
違いなく 581/3 年時点ですでに死去していたキルデベルト 1世が発布したものである 30）。そのため、
「キルデベルト勅令」の欠落部分において、538 年のオルレアン教会会議決議第 33 条と同様にユダヤ
人を扱った箇所があった可能性を指摘できる 31）。もちろん、581/3 年のマコン教会会議決議第 14 条
で言及された勅令が「キルデベルト勅令」と同一であるとは限らず、伝来していない別の勅令の可
能性がある。だがその場合でも、キルデベルト 1世がユダヤ人を扱った何らかの勅令を発布した事
実に変わりはないので、王と司教が偶像礼拝に加えユダヤ人についても問題関心を共有していたこ
とがわかる。
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（3）541 年のオルレアン教会会議
この教会会議の決議第 15 条は次のように定めている。

誰かが洗礼の秘蹟を授かった後に、悪魔のために犠牲にされた肉を嘔吐するほど食すことに戻
り、司教／司祭に忠告された者がなおその背徳行為を正そうとしない時は、冒涜の矯正のため
にカトリックの共同体から除外されるべし 32）。

この決議は 533 年のオルレアン教会会議決議第 20 条と同様に、異教的な礼拝・風習を扱ったもの
である。特に問題視されているのは動物を犠牲にしてその肉を食べる行為であるが、これはローマ
帝国において広く行われ、4世紀以降に正式に禁止されていた非キリスト教的な信仰行為であった
33）。533 年から引き続き決議されたことは、当時司教たちがこの行為に大きな関心を寄せていたこと
をうかがわせる。この決議と「キルデベルト勅令」との関係で注目されるのは、「司教／司祭に忠告
された者」（commonitus a sacerdote）という文言である。これは、「キルデベルト勅令」に出てくる
「司教／司祭の忠告」（commonitionem sacerdotum）とよく似ている。キルデベルト 1世は、勅令の中
で述べてきたような行為を「司教／司祭の忠告」および「我々の勅令」の発布後にあえて行った者
について、奴隷の場合には 打ちという身体刑を定めている。したがって、キルデベルト 1世が自
らの勅令と司教の決議との密接な関係を意識していたことがうかがえる。

（4）「キルデベルト勅令」における司教／司祭（sacerdotes）の役割
次に、「キルデベルト勅令」と教会会議決議の関連性をさらに示すものとして、「キルデベルト勅

令」における司教／司祭への言及に注目したい。同勅令には司教／司祭を意味する sacerdotesが 4
回登場する 34）。彼らは人民の風紀を正すために忠告したり命令したりする。また、農村で偶像を撤
去し、祭壇で説教を行うこともある。つまり、司教／司祭は偶像礼拝や悪習との戦いのいわば最前
線で活動する存在として描かれている。
こうした聖職者の役割とは対照的に、「キルデベルト勅令」では王権の役割は前面には出てこない。

「遵守するべき司教／司祭の命令を守らない民衆が我々の権力により矯正される必要がある」という
文言からもうかがえるように、あくまで教会的な措置でも是正されない場合に王権が介入すること
になっていた。また、先にあげた「司教／司祭の忠告と我々の勅令が出された後に、こうした冒涜
をあえて行った者」の件でも、王権が単独で動くのではなく、教会と協調して対処する姿勢を示し
ているのである。
キルデベルト 1世が司教／司祭の役割を前面に出した背景には、教会会議決議にも表れる司教た
ちの懸念があったと考えられる。日曜日における信徒生活のあり方を定めた 538 年のオルレアン教
会会議決議第 31 条には、「禁じられている上述の事柄［日曜日に行ってはならない行為］への従事
が発見された者がいかに矯正されるべきかは、世俗裁判権に基づいてではなく、司教の懲戒に基づ
いて決められるべし」という文言がある 35）。これを司教による宗教の領域からの世俗権力の意図的
な締め出しと捉えようとする研究者もいるが、そうした解釈の問題については別稿で論じたので詳
述はしない 36）。司教たちは世俗権力の排除に関心があったというより、罰則に懸念を抱いていたも
のと思われる。世俗の裁判では、 打ちなどといった身体刑を含む厳しい処罰が言い渡される可能
性があった。現に「キルデベルト勅令」は奴隷に対して 打ち 100 回を定めている。そのため司教
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たちは、この決議により、過ちを犯した者がまずは教会の懲戒に服すべきだと主張した。それでも
改善されない場合に世俗権力の協力を得ることは十分あり得たのであり、それ自体は禁止されてい
ない。キルデベルト 1世はおそらく司教たちの考えを汲み取り、彼らが忠告した後に改善が見られ
ない場合に「我々の権力」（nostro imperio）が介入することを明言したのだと考えられる。つまり、
キルデベルト 1世は教会の独自の役割とその重要性を強調し、王権を司牧活動を後押しするための
手段として位置づけたのである。
以上、本節の考察から明らかなように、「キルデベルト勅令」は 533 年から 541 年までの間にオル
レアンで開催された 3つの教会会議の決議と共通する側面を有しており、同勅令はそれらの教会会
議決議を参照したうえで作成・発布された蓋然性が高い。したがって、「キルデベルト勅令」は 533
年から 558 年までの間に発布されたと考えられるのである。

第 3節「キルデベルト勅令」の発布時期：「グントラム王勅令」を手がかりに

前述のように、メロヴィング期の勅令は「キルデベルト勅令」を含めわずか 7点しか伝来してい
ない。それらのうち、「キルデベルト勅令」と最も顕著な類似点を示すのが「グントラム王勅令」で
ある。本節の目的は、主としてこの「グントラム王勅令」の作成過程、発布の意図および時期を明
らかにすることで、「キルデベルト勅令」の発布時期をさらに絞り込むための手がかりを得ることで
ある。
「グントラム王勅令」は、グントラム自身が開催を命じたマコンでの大規模な教会会議の 18 日後
に発布されたものである 37）。同勅令でグントラムは国王のキリスト教的責任について述べており、
メロヴィング王権をめぐるキリスト教思想の発展をよく示している 38）。王は、至る場所で様々な罪
（scelera）が犯されていること、その結果神が怒って王国が戦争や疫病などの災禍に見舞われている
こと、さらに人々が神の審判を恐れていないこと対して危機感を表明している 39）。グントラムは
「我々の王国の安泰、領域の救済、および人民への配慮」のためにかかる状況を是正するべく、司教
を筆頭とする聖職者ならびに「裁判官」（iudex）と呼ばれる裁判権を行使する世俗官職保有者に対し
て、人民の矯正を指示している 40）。こうした点において「グントラム王勅令」は、人民が「数々の
冒涜」により「死へと向かっている」ことに懸念を示した「キルデベルト勅令」とよく似ている。加
えて「キルデベルト勅令」と「グントラム王勅令」は、いずれも宗教的事柄を扱った一つのまとまっ
た文章となっている。一方伝来する他の 5点の勅令は、宗教的内容の有無に関係なく、個々の、比
較的短い条項を並べた体裁をとっている 41）。
さらなる類似点として注目したいのが教会会議決議との密接な関係である。「グントラム王勅令」
は、明らかに先に開催されたマコン教会会議の決議を意識して書かれている。具体的には、司教た
ちが厳しく禁じた日曜日における労働や訴訟行為について、「グントラム王勅令」にもそれを禁止す
る旨が記載されている 42）。また、グントラムが司教の「全体的決議」（definitionis generalis）や「マ
コンの聖なる教会会議」（sancta synodo Matisconensi）に言及していることからも、マコンでの決議
が前提にあることは間違いない 43）。
「キルデベルト勅令」との関連でもう一つ注目すべき点として、「グントラム王勅令」における司
教への言及があげられる。同勅令は「この上なく神聖なる司教たち」（sacrosancti pontifices）および
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「使徒的なる司教たち」（apolistici pontifices）とかなり尊敬を込めた表現を使用している。また、司
教の役割については次のように述べている。

神の慈悲が父的な権力の職務をお与えになった、この上なく神聖なる司教たちよ。崇高なる我々
の言葉は特にあなた方に向けられている。あなた方が神の摂理から託された人民に配慮し、彼ら
をたゆまぬ説教により矯正することに努め、また司牧的な熱意でもって支配するよう求める 44）。

このように、グントラムは司教に敬意を払い、その役割を重要視していた。一方で国王たる自分の
役割については、「もし支配下の人民への配慮を怠れば、最上の王の権威から支配するための能力を
授かった我々さえも、神の怒りを免れることはできまい」と述べ、人民の矯正に関して自らが神に
対して責任を持つことを明言している。しかもグントラムは、その責任を司教と連帯して全うする
考えを示している。そのことは、「司教／司祭のカノンに基づく訓戒で矯正されない者は、裁判官の
法的処罰により苛まれるべき」という文言から明らかである 45）。ここでの「裁判官」（iudicum）と
は世俗官職保有者を指し、その最高責任者は国王である。これは、「遵守するべき司教／司祭の命令
を守らない民衆が我々の権力により矯正される必要がある」とした「キルデベルト勅令」と対応し
ており、説教などの司牧活動により改善されない場合に世俗権力が介入するという聖俗協働の考え
方を示している。
以上のように「キルデベルト勅令」と「グントラム王勅令」との間には、①問題関心、②体裁、③
教会会議決議との対応関係、および④王権と教会の連帯の諸点において顕著な類似性が確認できる。
そうなると、発布方法についても共通点があったとは考えられないだろうか。「グントラム王勅令」
は国王自身が招集したマコン教会会議の 18 日後に発布され、間違いなく同会議の決議文書を参照し
て作成されたものである。「キルデベルト勅令」が同様のプロセスを経て発布されたと仮定した場合、
533 年、538 年、541 年のいずれかの教会会議での決議を受け、あまり時を置かずして国王がその決
議に基づいて勅令を作成・発布した可能性を指摘できる。原則として、決議は教会会議で採択され
た後、各地の教会や聖職者に周知されることになっていた 46）。「キルデベルト勅令」には「我々はこ
の命令書が広く全ての場所に伝達されるよう命ずる」とあるが、勅令の内容が教会会議決議と対応
しており、なおかつ司教／司祭の役割が大きく取り上げられている点を考慮すると、各地への決議
の伝達となるべく近い時期に勅令を発布することが効果的かつ合理的であったはずだ。
この関連で、614 年の「パリ勅令」の発布方法も注目に値する。同勅令は、クロタール 2世が開催
したメロヴィング期最大規模のパリ教会会議の 8日後に発布されたものである。この会議で採択さ
れた、司教選出を扱った決議第 2条および 3条、ユダヤ人による権力行使を禁じた決議第 17 条が
「パリ勅令」に直接取り入れられており、他にも関連する規定がみられる 47）。つまり、「パリ勅令」
は先行する教会会議の決議に基づいて作成され、あまり時を置かずして発布されており、その点で
先の「グントラム王勅令」の発布方法と同じである。こうした事実は、メロヴィング朝の国王たち
が意識的に教会会議の時期に合わせて勅令を発布したことを示唆するものであり、本稿で提示して
きた「キルデベルト勅令」の発布時期に関する仮説を補強するものである。
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おわりに

これまで本稿では、「キルデベルト勅令」がキルデベルト 1世によって、教会と協力して王国内に
蔓延る偶像礼拝や悪習に対処するために、533 年から 541 年にかけて開催された 3つの教会会議のい
ずれかの決議文書を参照のうえ作成され、当該会議の後にあまり時を置かずして発布されたもので
あった可能性を示してきた。では、「キルデベルト勅令」の発布をこの時期に絞り込むことがキルデ
ベルト 1世の治世、ひいては 6世紀前半における王権と教会を読み解くうえでどのような意味を持
ちうるのか。今後の展望を示すためにも、この時期の状況について簡単に触れて稿を閉じたい。
530 年代前半～ 540 年代初頭にかけての時期というのは、ちょうどキルデベルト 1世が支配領域を

ガリア南部に拡大していった時期であった。キルデベルト 1世は 534 年に兄弟と協力してブルグン
ド王国を滅亡に追い込み、ブルグンド地域の中心部たるリヨンやヴェインヌを手に入れた 48）。さら
に 537 年には、地中海に面するプロヴァンス地方を東ゴート王国より割譲された 49）。538 年および
541 年の教会会議には、キルデベルト 1世が新たに支配下に置いたガリア南部の地域からも司教が参
加している 50）。したがって、本稿で提示した「キルデベルト勅令」の発布時期は、まさに国王が新
しい地域の司教たちと接点を持ち始め、これから関係を築こうとしていた時期と重なるのである。か
かる宗教的・政治的文脈を念頭に、「キルデベルト勅令」を今回取り上げられなかった叙述史料や書
簡史料などとも関連づけながらさらに詳しく分析していくことが今後の課題である。
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